
別紙 

三宅町町内協力企業に係る広告掲載基準 

（規制業種又は事業者） 

第１条 次の各号に定める業種又は事業者の広告は掲載しない。 

（１）風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する風俗営業に係る業種 

（２）風俗営業類似の業種 

（３）貸金業法（昭和58年5月13日法律第32号）第2条第2項に規定する貸金業者 

（４）たばこ 

（５）ギャンブルにかかるもの 

（６）規制対象となっていない業種においても、社会問題を起こしている業種や事業者 

（７）法律の定めのない医療類似行為を行う施設 

（８）占い、運勢判断に関するもの 

（９）興信所・探偵事務所等 

（１０）債権取立て、示談引受けなどをうたったもの 

（１１）特定商取引に関する法律に規定する訪問販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引又は業務提供誘引販売

取り引きに係る業種 

（１２）法令等に基づく必要な許可等を受けることなく業を行うもの 

（１３）民事再生法及び会社更生法による再生・更生手続中の事業者 

（１４）行政機関から是正命令等の不利益処分を前提とした行政指導を受け、改善がなされていない事業者 

（１５）三宅町税を滞納している事業者 

（１６）三宅町暴力団排除条例第２条第２号に規定する暴力団、同条第３号に規定する暴力団員又は同条第

４号に規定する暴力団密接関係者である事業者 

（１７）各種法令に違反しているもの 

（掲載基準） 

第２条 次の各号に定めるものは、広告媒体に掲載しない。 

（１）次のいずれかに該当するもの 

（２）人権侵害、差別、名誉毀損のおそれがあるもの 

（３）法律で禁止されている商品、無認可商品及び粗悪品などの不適切な商品又はサービスを提供するもの 

（４）他を誹謗、中傷又は排斥するもの 

（５）公の選挙又は投票の事前運動に該当するもの 

（６）宗教団体による布教推進を主目的とするもの 

（７）非科学的又は迷信に類するもので、利用者を惑わせたり、不安を与えるおそれのあるもの 

（８）社会的に不適切なもの 

（９）国内世論が大きく分かれているもの 

（１０）誇大な表現（誇大広告）及び根拠のない表示や誤認を招くような表現 

例：「世界一」「一番安い」等（掲載に際しては、根拠となる資料を要する。） 

（１１）射幸心を著しくあおる表現 

例：「今が・これが最後のチャンス（今購入しないと次はないという意味）」等 



（１２）虚偽の内容を表示するもの 

（１３）法令等で認められていない業種・商法・商品 

（１４）国家資格等に基づかない者が行う療法等 

（１５）責任の所在が明確でないもの 

（１６）広告の内容が明確でないもの 

（１７）国、地方公共団体、その他公共の機関が、広告主又はその商品やサービスなどを推奨、保証、指定

等をしているかのような表現のもの 


